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日  時    令和６年３月２２日（金） 午前９時 
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岩 手 労 働 局 



－ 次   第 － 

 

開  会 

 

 

１ 岩手労働局長挨拶 

 

２ 議  題 

（１）令和５年度岩手地方最低賃金審議会運営上の問題点及び課題につ

いて 

（２）令和６年度岩手県特定（産業別）最低賃金の改正決定に係る意向

表明について 

（３）令和６年度岩手地方最低賃金審議会の運営について 

ア 議事の公開について 

イ 令和６年度の実地視察について 

ウ 令和６年度の審議日程について 

（４）その他 

 

３ その他 

 

 

閉  会 



 

 

令和５年度 第７回岩手地方最低賃金審議会出席者名簿 

令和６年３月２２日（金）9：00～ 

盛岡第２合同庁舎 ３Ｆ共用会議室 
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齋 藤  信 之 元 岩手県労働委員会 事務局長 
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丸 山    仁 岩手大学 教授 

渡 部  あさみ 岩手大学 准教授 
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委
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小 菅  孝 広 日本労働組合総連合会岩手県連合会 副事務局長 

小 林    斉 電機連合岩手地域協議会 事務局長 

佐々木  正 人 日本労働組合総連合会岩手県連合会 副事務局長 

原    利 光 ＪＡＭ青森岩手県連絡会 事務局長 

山 田  清 秋 ＵＡゼンセン岩手県支部 支部長 

使
用
者
代
表
委
員 

菊 池    透 岩手県商工会議所連合会 専務理事 

熊 谷  敏 裕 岩手県商工会連合会 専務理事 

瀬 川  浩 昭 岩手県中小企業団体中央会 専務理事 

藤 田  芳 男 岩手県経営者協会 専務理事 

松 川    顕 盛岡ガス 常務取締役 

五十音順 

【 事 務 局 】 

所  属  等 役     職 氏     名 

岩
手
労
働
局 

 局 長 粟 村  勝 行 

労働基準部 

労 働 基 準 部 長 市 川  雄 三 

賃 金 室 長 境 澤    淳 

賃 金 室 長 補 佐 五十嵐  由佳子 
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資料№10 岩手県最低賃金の改正決定のお知らせ 







適用使用者数
（人）

適用労働者数
（人）

年齢、業務等
による適用除
外労働者数

（人）

鉄鋼業、金属線製品、その他の
金属製品製造業 39 1,453 115

光学機械器具・レンズ、時計・同
部分品製造業 29 1,835 187

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業

183 9,883 1,712

各種商品小売業 41 1,857 335

百貨店，総合スーパー 19 1,719 342

自動車小売業 632 5,108 405

943 21,855 3,096

※　年齢、従事業務等による適用除外労働者数は外数

特定最低賃金名 備　　　考

令和５年度特定最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数

特定最低賃金適用者 計

資料№２



資料№3

月　　日 時　　刻 本審及び部会別 備　　考 月　　日 時　　刻 本審及び部会別 備　　考

５月１９日（金） 14:30 第１回公益委員会議 審議会の運営等 （５月１７日（金）） （15:00） 第１回公益委員会議 審議会の運営等

― ― ― ― （５月下旬）
運営小委員会
（必要であれば）

議事の公開等

６月７日（水） 10:00 第1回本審 審議会の運営等 （６月７日（金）） （10:00） 第1回本審 審議会の運営等

６月１６日（金） １日 実地視察 岩泉町、製造業 （６月中旬） １日 実地視察 地域未定、業種未定

６月３０日（金）
中央最賃審

（目安小委員会）
目安諮問 ６月下旬）

中央最賃審
（目安小委員会）

目安諮問

― ― ― ― ― ― ― ―

７月４日（火） 13:30 第２回本審 県最賃諮問 （７月５日（金）） （13:30） 第２回本審 県最賃諮問

― ― ― ― ― ― ― ―

７月２８日（金） 中央最賃審 目安答申 ７月下旬 中央最賃審 目安答申

８月１日（火） 13:30 第３回本審
目安伝達

行政機関概況説明
主要指標説明

（８月２日（金）） （13:30） 第３回本審
目安伝達

行政機関概況説明
主要指標説明

８月２日（水） 13:30 ①県最賃専門部会
部会長、代理の選出
参考人意見聴取

労使の基本的考え方
（８月５日（月）） （10:00） ①県最賃専門部会

部会長、代理の選出
参考人意見聴取

労使の基本的考え方

８月３日（木） 13:30 ②県最賃専門部会 金額審議 （８月６日（火）） （10:00） ②県最賃専門部会
全国の審議状況

金額審議

８月４日（金） 16:00 ③県最賃専門部会 金額審議 （８月７日（水）） （13:30） ③県最賃専門部会
全国の審議状況

金額審議

８月７日（月） 13:30 ④県最賃専門部会
金額審議
結　審

（８月８日（木）） （13:30） ④県最賃専門部会
全国の審議状況

金額審議
結　審

８月８日（火） 10:00 第４回本審
県最賃審議、採決、答申
特定最賃必要性諮問
特別小委員会設置

（８月９日（金）） （13:30） 第４回本審
県最賃審議、採決、答申
特定最賃必要性諮問
特別小委員会設置

８月２１日（月） 10:00 特別小委員会 特定最賃必要性審議 （８月２０日（火）） （10:00） 特別小委員会 特定最賃必要性審議等

（８月２１日（水）） （10:00）
特別小委員会
（予備日）

特定最賃必要性審議等

８月２４日（木） 10:00 第５回本審

県最賃異議諮問、審議、採決、答
申
特定最賃必要性審議、採決、答申
特定最賃改正決定諮問
特定最賃各専門部会設置

（８月２７日（火）） （10:00） 第５回本審

県最賃異議諮問、審議、採決、答
申
特定最賃必要性審議、採決、答申
特定最賃改正決定諮問
特定最賃各専門部会設置

９月２８日（木） 10:00 ①産別合同部会
部会長、代理の選出
主要指標説明
審議日程の調整

（９月２７日（金）） （10:00） ①産別合同部会
部会長、代理の選出
主要指標説明
審議日程の調整

１０月１３日（金） 10:00 ②鉄鋼
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

②鉄鋼
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

１０月１８日（水） 9:00 ③鉄鋼　
金額審議
結　審

③鉄鋼
金額審議
結　審

１０月１２日（木） 13:30 ②光学
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

②光学
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

１０月１７日（火） 9:00 ③光学
金額審議
結　審

③光学
金額審議
結　審

１０月１３日（金） 13:30 ②電気
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

②電気
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

１０月１９日（木） 9:00 ③電気
金額審議
結　審

③電気
金額審議
結　審

１０月１１日（水） 10:00 ②自動車
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

②百貨店
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

１０月２７日（金） 13:30 ③自動車
金額審議
結　審

③百貨店
金額審議
結　審

― ― ― ― ②自動車
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

― ― ― ― ③自動車
金額審議
結　審

１０月３１日(火) 13:30 第６回本審 特定最賃審議、採決、答申 （１０月３１日(木)） （10:00） 第６回本審 特定最賃審議、採決、答申

開催せず
１１月１６日(木)

13:30 (第７回本審) 特定最賃異議諮問、審議、採決、答申（１１月１８日(月)） （10:00） 第７回本審 県最賃異議諮問、審議、採決、答申

１月２５日（木） 15:30～ 第２回公益委員会議
審議の課題及びあり方
次年度の審議日程

（１月２４日（金）） （15:30） 第２回公益委員会議
審議の課題及びあり方
次年度の審議日程

― ― ― ― ― ― ― ―

３月２２日（金） 9:00 第７回本審
産別意向表明

意向表明に対する意見交換
次年度の審議計画（案）

（３月２１日（金）） （10:00） 第８回本審
産別意向表明

意向表明に対する意見交換
次年度の審議計画（案）

令和５年度　岩手地方最低賃金審議会開催計画 令和６年度　岩手地方最低賃金審議会開催計画

令和６年度岩手地方最低賃金審議会開催計画　（案）



資料№４

15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（木） 8月16日（金） 8月28日（水） 9月27日（金）

8月2日（金） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月3日（土） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月4日（日） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月5日（月） 8月20日（火） 8月30日（金） 9月29日（日）

8月6日（火） 8月21日（水） 9月2日（月） 10月2日（水）

8月7日（水） 8月22日（木） 9月3日（火） 10月3日（木）

8月8日（木） 8月23日（金） 9月4日（水） 10月4日（金）

8月9日（金） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月10日（土） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月11日（日） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月12日（月） 8月27日（火） 9月6日（金） 10月6日（日）

8月13日（火） 8月28日（水） 9月9日（月） 10月9日（水）

8月14日（水） 8月29日（木） 9月10日（火） 10月10日（木）

8月15日（木） 8月30日（金） 9月11日（水） 10月11日（金）

8月16日（金） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月17日（土） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月18日（日） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月19日（月） 9月3日（火） 9月13日（金） 10月13日（日）

8月20日（火） 9月4日（水） 9月17日（火） 10月17日（木）

8月21日（水） 9月5日（木） 9月18日（水） 10月18日（金）

8月22日（木） 9月6日（金） 9月19日（木） 10月19日（土）

8月23日（金） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月24日（土） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月25日（日） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月26日（月） 9月10日（火） 9月24日（火） 10月24日（木）

8月27日（火） 9月11日（水） 9月25日（水） 10月25日（金）

8月28日（水） 9月12日（木） 9月26日（木） 10月26日（土）

8月29日（木） 9月13日（金） 9月27日（金） 10月27日（日）

8月30日（金） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

8月31日（土） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月1日（日） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月2日（月） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。
　なお、その場合は法定発効ではなく、指定日発効となるよう公示文を作成すること。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効



資料№４

15日 8営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。
　なお、その場合は法定発効ではなく、指定日発効となるよう公示文を作成すること。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

9月3日（火） 9月18日（水） 10月1日（火） 10月31日（木）

9月4日（水） 9月19日（木） 10月2日（水） 11月1日（金）

9月5日（木） 9月20日（金） 10月3日（木） 11月2日（土）

9月6日（金） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月7日（土） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月8日（日） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月9日（月） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月10日（火） 9月25日（水） 10月7日（月） 11月6日（水）

9月11日（水） 9月26日（木） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月12日（木） 9月27日（金） 10月9日（水） 11月8日（金）

9月13日（金） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）



資料№４

15日 8営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。
　なお、その場合は法定発効ではなく、指定日発効となるよう公示文を作成すること。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

9月14日（土） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月15日（日） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月16日（月） 10月1日（火） 10月11日（金） 11月10日（日）

9月17日（火） 10月2日（水） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月18日（水） 10月3日（木） 10月16日（水） 11月15日（金）

9月19日（木） 10月4日（金） 10月17日（木） 11月16日（土）

9月20日（金） 10月7日（月） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月21日（土） 10月7日（月） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月22日（日） 10月7日（月） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月23日（月） 10月8日（火） 10月21日（月） 11月20日（水）

9月24日（火） 10月9日（水） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月25日（水） 10月10日（木） 10月23日（水） 11月22日（金）

9月26日（木） 10月11日（金） 10月24日（木） 11月23日（土）

9月27日（金） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月28日（土） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月29日（日） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月30日（月） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

10月1日（火） 10月16日（水） 10月28日（月） 11月27日（水）

10月2日（水） 10月17日（木） 10月29日（火） 11月28日（木）

10月3日（木） 10月18日（金） 10月30日（水） 11月29日（金）

10月4日（金） 10月21日（月） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月5日（土） 10月21日（月） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月6日（日） 10月21日（月） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月7日（月） 10月22日（火） 11月1日（金） 12月1日（日）

10月8日（火） 10月23日（水） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月9日（水） 10月24日（木） 11月6日（水） 12月6日（金）

10月10日（木） 10月25日（金） 11月7日（木） 12月7日（土）

10月11日（金） 10月28日（月） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月12日（土） 10月28日（月） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月13日（日） 10月28日（月） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月14日（月） 10月29日（火） 11月11日（月） 12月11日（水）

10月15日（火） 10月30日（水） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月16日（水） 10月31日（木） 11月13日（水） 12月13日（金）



資料№４

15日 8営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。
　なお、その場合は法定発効ではなく、指定日発効となるよう公示文を作成すること。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月17日（木） 11月1日（金） 11月14日（木） 12月14日（土）

10月18日（金） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月19日（土） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月20日（日） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月21日（月） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月22日（火） 11月6日（水） 11月18日（月） 12月18日（水）

10月23日（水） 11月7日（木） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月24日（木） 11月8日（金） 11月20日（水） 12月20日（金）

10月25日（金） 11月11日（月） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月26日（土） 11月11日（月） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月27日（日） 11月11日（月） 11月21日（木） 12月21日（土）
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15日 10営業日 30日

→ → →

9月1日（日） 9月17日（火） 10月2日（水） 11月1日（金）

9月2日（月） 9月17日（火） 10月2日（水） 11月1日（金）

9月3日（火） 9月18日（水） 10月3日（木） 11月2日（土）

9月4日（水） 9月19日（木） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月5日（木） 9月20日（金） 10月7日（月） 11月6日（水）

9月6日（金） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月7日（土） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月8日（日） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月9日（月） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月10日（火） 9月25日（水） 10月9日（水） 11月8日（金）

9月11日（水） 9月26日（木） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月12日（木） 9月27日（金） 10月11日（金） 11月10日（日）

9月13日（金） 9月30日（月） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月14日（土） 9月30日（月） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月15日（日） 9月30日（月） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月16日（月） 10月1日（火） 10月16日（水） 11月15日（金）

9月17日（火） 10月2日（水） 10月17日（木） 11月16日（土）

9月18日（水） 10月3日（木） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月19日（木） 10月4日（金） 10月21日（月） 11月20日（水）

9月20日（金） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月21日（土） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月22日（日） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月23日（月） 10月8日（火） 10月23日（水） 11月22日（金）

9月24日（火） 10月9日（水） 10月24日（木） 11月23日（土）

9月25日（水） 10月10日（木） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月26日（木） 10月11日（金） 10月28日（月） 11月27日（水）

9月27日（金） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月28日（土） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月29日（日） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月30日（月） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

10月1日（火） 10月16日（水） 10月30日（水） 11月29日（金）

10月2日（水） 10月17日（木） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月3日（木） 10月18日（金） 11月1日（金） 12月1日（日）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月３日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効



資料№４

15日 10営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月３日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月4日（金） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月5日（土） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月6日（日） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月7日（月） 10月22日（火） 11月6日（水） 12月6日（金）

10月8日（火） 10月23日（水） 11月7日（木） 12月7日（土）

10月9日（水） 10月24日（木） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月10日（木） 10月25日（金） 11月11日（月） 12月11日（水）

10月11日（金） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月12日（土） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月13日（日） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月14日（月） 10月29日（火） 11月13日（水） 12月13日（金）
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15日 10営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月３日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月15日（火） 10月30日（水） 11月14日（木） 12月14日（土）

10月16日（水） 10月31日（木） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月17日（木） 11月1日（金） 11月18日（月） 12月18日（水）

10月18日（金） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月19日（土） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月20日（日） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月21日（月） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月22日（火） 11月6日（水） 11月20日（水） 12月20日（金）

10月23日（水） 11月7日（木） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月24日（木） 11月8日（金） 11月22日（金） 12月22日（日）

10月25日（金） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月26日（土） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月27日（日） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月28日（月） 11月12日（火） 11月26日（火） 12月26日（木）

10月29日（火） 11月13日（水） 11月27日（水） 12月27日（金）

10月30日（水） 11月14日（木） 11月28日（木） 12月28日（土）

10月31日（木） 11月15日（金） 11月29日（金） 12月29日（日）

11月1日（金） 11月18日（月） 12月2日（月） 1月1日（水）

11月2日（土） 11月18日（月） 12月2日（月） 1月1日（水）

11月3日（日） 11月18日（月） 12月2日（月） 1月1日（水）

11月4日（月） 11月19日（火） 12月3日（火） 1月2日（木）

11月5日（火） 11月20日（水） 12月4日（水） 1月3日（金）

11月6日（水） 11月21日（木） 12月5日（木） 1月4日（土）

11月7日（木） 11月22日（金） 12月6日（金） 1月5日（日）

11月8日（金） 11月25日（月） 12月9日（月） 1月8日（水）

11月9日（土） 11月25日（月） 12月9日（月） 1月8日（水）

11月10日（日） 11月25日（月） 12月9日（月） 1月8日（水）

11月11日（月） 11月26日（火） 12月10日（火） 1月9日（木）

11月12日（火） 11月27日（水） 12月11日（水） 1月10日（金）

11月13日（水） 11月28日（木） 12月12日（木） 1月11日（土）

11月14日（木） 11月29日（金） 12月13日（金） 1月12日（日）

11月15日（金） 12月2日（月） 12月16日（月） 1月15日（水）

11月16日（土） 12月2日（月） 12月16日（月） 1月15日（水）



資料№４

15日 10営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月３日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

11月17日（日） 12月2日（月） 12月16日（月） 1月15日（水）

11月18日（月） 12月3日（火） 12月17日（火） 1月16日（木）

11月19日（火） 12月4日（水） 12月18日（水） 1月17日（金）

11月20日（水） 12月5日（木） 12月19日（木） 1月18日（土）

11月21日（木） 12月6日（金） 12月20日（金） 1月19日（日）

11月22日（金） 12月9日（月） 12月23日（月） 1月22日（水）

11月23日（土） 12月9日（月） 12月23日（月） 1月22日（水）

11月24日（日） 12月9日（月） 12月23日（月） 1月22日（水）

11月25日（月） 12月10日（火） 12月24日（火） 1月23日（木）

11月26日（火） 12月11日（水） 12月25日（水） 1月24日（金）

11月27日（水） 12月12日（木） 12月26日（木） 1月25日（土）
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業務改善助成金　都道府県別・月別件数一覧表　（申請件数累計）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 局 別 合 計

01 北海道 5 6 29 92 110 152 90 67 107 117 26 0 801

02 青 森 3 9 6 5 8 46 19 30 41 58 3 0 228

03 岩 手 3 0 2 9 24 43 15 53 60 46 4 0 259

04 宮 城 9 5 2 9 25 60 29 43 32 49 4 0 267

05 秋 田 0 1 0 7 15 24 17 18 22 15 4 0 123

06 山 形 2 2 2 6 16 41 18 28 44 31 3 0 193

07 福 島 2 5 6 6 30 36 32 52 50 73 4 0 296

08 茨 城 0 8 5 8 43 38 41 34 41 46 2 0 266

09 栃 木 1 2 5 12 22 27 24 44 35 60 9 0 241

10 群 馬 4 5 4 7 24 45 28 40 46 60 6 0 269

11 埼 玉 3 5 7 6 44 92 50 46 56 92 10 0 411

12 千 葉 8 2 17 6 67 86 47 48 52 80 10 0 423

13 東 京 16 32 29 47 127 173 116 133 177 280 42 0 1,172

14 神奈川 19 15 22 30 86 129 61 93 106 118 8 0 687

15 新 潟 6 5 12 14 53 76 24 76 83 62 5 0 416

16 富 山 0 5 3 6 16 33 14 34 21 24 0 0 156

17 石 川 6 8 6 12 24 62 26 31 50 39 2 0 266

18 福 井 7 5 9 7 26 90 40 39 23 43 1 0 290

19 山 梨 1 5 4 10 21 20 16 27 22 22 1 0 149

20 長 野 7 7 9 10 23 67 21 36 40 44 9 0 273

21 岐 阜 2 4 9 20 25 61 60 51 45 52 8 0 337

22 静 岡 1 6 17 17 69 89 46 75 102 93 11 0 526

23 愛 知 14 31 46 70 192 276 210 230 143 248 21 0 1,481

24 三 重 2 1 7 7 30 37 47 40 51 53 0 0 275

25 滋 賀 7 6 15 12 18 70 25 48 39 77 3 0 320

26 京 都 6 3 12 11 21 53 34 44 63 92 5 0 344

27 大 阪 15 27 43 57 175 260 107 154 223 304 34 0 1,399

28 兵 庫 8 11 17 45 83 108 152 138 135 149 15 0 861

29 奈 良 3 0 4 4 29 39 29 30 41 39 8 0 226

30 和歌山 4 2 3 9 27 38 27 25 27 20 1 0 183

31 鳥 取 3 4 2 3 20 67 20 30 16 53 0 0 218

32 島 根 0 2 3 4 7 53 13 26 22 35 1 0 166

33 岡 山 1 7 16 21 47 86 45 67 52 53 2 0 397

34 広 島 6 8 10 17 64 125 59 55 68 61 5 0 478

35 山 口 0 7 8 6 31 58 41 47 42 56 6 0 302

36 徳 島 1 2 3 10 18 43 6 24 15 30 2 0 154

37 香 川 2 1 2 2 38 107 16 29 27 28 2 0 254

38 愛 媛 2 1 2 2 19 63 28 32 34 61 6 0 250

39 高 知 3 5 3 9 53 62 17 37 27 20 2 0 238

40 福 岡 7 23 15 21 94 274 84 108 117 158 14 0 915

41 佐 賀 4 4 2 3 7 53 54 31 58 42 4 0 262

42 長 崎 1 9 3 6 12 40 30 34 47 44 2 0 228

43 熊 本 3 6 10 9 25 79 38 36 50 107 9 0 372

44 大 分 0 4 7 6 17 86 19 60 45 53 4 0 301

45 宮 崎 0 1 3 8 17 37 28 27 31 30 5 0 187

46 鹿児島 6 4 8 1 11 34 10 37 29 37 3 0 180

47 沖 縄 12 8 5 14 13 31 36 42 52 79 6 0 298

215 319 454 703 1,966 3,669 2,009 2,529 2,709 3,433 332 0 18,338合 計

令和5年度

令和6年2月29日時点

令和5年 令和6年

sakaizawaat
Image
ここにメモを書いてください。
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業務改善助成金　都道府県別・月別件数一覧表（交付決定件数累計）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 局 別 合 計

01 北海道 0 9 9 12 23 49 125 130 92 90 89 0 628

02 青 森 0 4 8 5 6 18 26 20 45 22 6 0 160

03 岩 手 7 9 0 6 8 16 37 10 54 27 62 0 236

04 宮 城 3 10 1 7 14 4 16 19 27 67 18 0 186

05 秋 田 0 1 1 2 2 14 14 13 20 20 9 0 96

06 山 形 3 6 2 3 7 18 23 18 18 27 19 0 144

07 福 島 10 4 6 3 8 11 36 16 38 54 64 0 250

08 茨 城 8 8 4 8 8 22 30 37 16 35 36 0 212

09 栃 木 6 2 3 5 18 20 15 24 39 34 37 0 203

10 群 馬 8 6 5 3 14 12 33 23 35 34 14 0 187

11 埼 玉 4 12 10 6 10 16 44 80 82 33 43 0 340

12 千 葉 5 5 11 7 5 22 16 40 79 34 11 0 235

13 東 京 0 48 26 24 22 45 38 87 97 92 191 0 670

14 神奈川 6 18 18 19 16 45 83 70 80 54 20 0 429

15 新 潟 10 7 11 9 19 34 46 46 41 82 14 0 319

16 富 山 9 3 4 4 6 13 20 18 36 23 16 0 152

17 石 川 2 6 9 12 7 8 28 9 32 28 47 0 188

18 福 井 4 7 5 10 11 16 43 47 57 30 21 0 251

19 山 梨 2 2 3 4 6 6 16 12 36 20 19 0 126

20 長 野 0 12 14 9 8 14 45 16 38 53 29 0 238

21 岐 阜 1 9 6 9 12 16 27 30 47 82 10 0 249

22 静 岡 11 30 7 9 22 26 67 52 45 44 8 0 321

23 愛 知 0 20 32 38 36 54 188 201 99 171 216 0 1,055

24 三 重 0 8 5 14 10 20 33 17 56 61 23 0 247

25 滋 賀 2 8 8 8 10 17 36 34 33 41 28 0 225

26 京 都 3 3 9 7 4 8 13 24 41 48 22 0 182

27 大 阪 19 55 28 29 37 70 139 163 160 173 141 0 1,014

28 兵 庫 7 19 20 18 22 23 48 38 76 109 146 0 526

29 奈 良 6 8 2 4 2 7 24 26 27 30 21 0 157

30 和歌山 0 6 5 3 6 19 29 25 39 27 14 0 173

31 鳥 取 4 3 3 3 14 16 36 29 32 19 18 0 177

32 島 根 0 3 4 7 5 5 19 19 34 36 24 0 156

33 岡 山 7 4 8 10 22 26 37 53 36 31 26 0 260

34 広 島 3 17 9 17 21 21 76 76 86 58 19 0 403

35 山 口 3 9 6 9 5 18 32 33 50 50 25 0 240

36 徳 島 1 3 0 4 1 5 13 24 2 16 24 0 93

37 香 川 4 3 1 1 2 32 83 21 48 19 20 0 234

38 愛 媛 6 1 1 3 1 8 43 44 30 16 18 0 171

39 高 知 3 5 3 3 8 47 35 34 15 23 21 0 197

40 福 岡 5 17 25 20 23 49 72 105 91 81 41 0 529

41 佐 賀 4 10 6 2 2 5 29 21 47 41 42 0 209

42 長 崎 0 5 4 5 2 0 18 25 45 63 49 0 216

43 熊 本 4 6 4 8 8 9 24 27 28 13 23 0 154

44 大 分 13 7 3 10 3 24 51 25 50 32 4 0 222

45 宮 崎 0 0 1 4 6 13 15 30 29 31 22 0 151

46 鹿児島 0 5 6 5 2 4 9 18 20 23 27 0 119

47 沖 縄 0 5 16 6 18 6 7 22 41 33 51 0 205

193 448 372 414 522 951 1,937 1,951 2,269 2,230 1,848 0 13,135合 計

令和5年度

令和6年2月29日時点

令和5年 令和6年

sakaizawaat
Image
ここにメモを書いてください。



資料№１０ 

○写  

令和６年１月１６日 

 

事 業 主  各位 

 

 

岩手労働局労働基準部賃金室長 

 

 

岩手県最低賃金の改正決定等のお知らせ 

 

労働行政の推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

さて、岩手県最低賃金につきましては、８９３円に改正決定され、令和５年１０

月４日に発効されました。岩手県最低賃金は、正社員、パート、アルバイトを問わ

ず、岩手県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。 

最低賃金には、「岩手県最低賃金」のほかに、岩手県内の特定の産業について設定

されている「特定（産業別）最低賃金」があり、令和５年１２月３０日に発効され

ています。詳細については、同封のリーフレットを御覧ください。 

また、厚生労働省では、事業場内最低賃金を引き上げる中小企業・小規模事業者

への支援として、別添リーフレットのとおり業務改善助成金の拡充を行っています

ので、御活用ください。 

 

【問い合わせ先】 

岩手県最低賃金及び特定（産業別）最低賃金について 

 岩手労働局労働基準部賃金室：019-604-3008 

 

業務改善助成金について 

 業務改善助成金コールセンター：0120-366-440 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手労働局労働基準部賃金室 

担当者：境澤、五十嵐 

ＴＥＬ：019-604-3008 


